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環境保 全配点 予沸結果 評価結果 乗車保 全措置 事後帯査及 び乗車 監視
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・法 面や 滑走 路周辺の緑化
を行 う。

○飛行尊の存在に よる生息状況の変イヒ

・飛行巷 が存在す ることに より、セ ッカの好着地は約馳 消失する と推軸 された。
・類似例 として、北大東空港の工事中か ら供用時 にか けて留鳥の出現状況に著 しい変化 ほ薄 め られず、エ
事着手後か ら 1 年以内に滑走路や植栽後 の草地 を休息や採餌場 として利用す るア マサ ギや ムナグロ、セ
キ レイ類 、タヒバ リ類の群れが確 認 されてい ることか ら、存在時の鳥類の生息状況 の変化 の程 度は極 め
て小 さいもの と考 えられ る。

・存在時におい ても、緑化 された法面草地や空港周辺 の好適地にセ ッカの生息環境 は確保 される もの と考
え られる。

・法面の勾配 ほ1 ：1．5程度 であ り、セ ッカの好適 な生息地 であるカ ラ岳斜面 と同亀 度であ り、セ ッカによ
る利用がなされ るもの と考 えられる。

0 航空機の運航 に伴 う騒音 による生息状況の変化

・類似例 として、工事 中の予沸 にも引用 した r平成 5 年沖縄総合事務局調査」 では、都市空港の近傍にお
いて46種の鳥類の生息 が確 落されてお り、飛行経路 か ら約300m 離れた耕作地においてセ ッカの生息 が
確認 されている。

・また、沖縄県 は既存 の現地諦査 として、平成 14年度に那覇空港 において新石垣空港 での使用が予定され
てい る機種 につ いて航空機経書 レベルの測 定を実施 してお り、飛行経 路直下での航空機騒 音 レベル は76．
2～89．5曲（A）となっている。実際には 、上記の機種以外 にも大型機種等が就航 してお り、騒音 レベルほ
さらに大き くなることが予想 され るが、空港近傍であっても生息環境が整 っていれ ばセ ッカやその他 の
鳥類 が生息す るこ とが確 認 されてい る。

・以上 のことか ら、航 空機 の運航 に伴 う簸音に よるセ ッカの生息状況の変化 は極めて小 さい ものと予測さ
れ る。

○供用時の空港利 用車両の走行による生息状況の変化

・供用時 に交通 量が増加 するのは、国道390号及 び県道新川 白保線である。
・供用 時の予測騒音 レベル は、国道390号で昼67．8曲（A）、県道新川白保線 で66．6dB（A ）とな った。一方、
平成13年度の既存の現地調査で得 られた現況の騒音 レベルはそれぞれ の地点で65dB （A）、65dB（A ）で ある
か ら、その差 分の2．8d8 （A ）、1．細 （A）の増加が見込まれ る。

・供用時 における交通騒音 レベルの予測騒音 レベルが現況の騒音 レベル まで減衰す る距離 ほ、国道 で道路
端 か ら7 m 、県道で 5 m で あり、現 況の騒音 を越 える範囲は道 路端か ら7 m 以内の ごくわずかな範囲 と
考 え られ、供用時の空港 利用車両の走行 に伴 う騒音に よるセ ッカの生息状況の変化は極 めて′J、さいもの
と予測 され るb

○供用 時の空港利用車両の走行に伴 うロー ドキル による生息状況の変化

・供 用時における空港利用 車両は、国道39D号の新空港か ら北側 で3 ，200 台／日、県道 新川 白保線 で4 ，000
台／日が見込まれてお り、これ を、宮古にお ける事例 と同様に 日中の12時 間交通 量に換算す る と、平成
9 年度訴査 の昼夜率 か ら、国道390号で2 ，778 台、県道新川 白保線 で3，522台 とな り、 これ らがセッカの
活動 時間帯に好適地内 を通過す ることか らセ ッカのロー ドキルの発生が予想 され るが、セ ッカの好適地
は予測範囲全体に約1，604haあ り、平成13年度調査か ら生息密度を2．39個体／ha とす る と3833個体のセ ッ
カが生息す ることにな り、 これに比 して予測 され る ロー ドキル発生数は年 間13個体 前後 とご く少数であ
り、好適地内の個体群は維持 され るもの と予測 され る。

○供用時の航空機運航時 に起 こる鳥衝突

・緑化 による生息環境 の回復 に伴 い約60個体のセ ッカが再移入 し空港内の法面等 に生 息す る と思 われ る
が、大群 を形成する ことは なく、繁殖期の雌 と難 が短期 間同行す る以外 は単独で行動 する。 また、高空
を飛翔することもないた め衝突のおそれは小さいもの と考 えられ るが、衝突 によ り年 間 5 個体程度減少
す る としても、セ ッカ の好適地は予測範囲金棒に約1，60仙aあ り、平成13年度 の調査 か ら生息密度を2．39
個体 ／b とする と3 ，833個体 のセ ッカが生息するこ とにな り、これに比 して予測 され る鳥衝突数はご く少
数であることか ら、好適地 内の個体群は維持 され るもの と予測 される。

○生態 系の基盤兼境及び撮能 ・構造の変化に伴 う生息状況 の変化

・基盤 環境の変化に伴 う生態 系の r巷」 としての機能 の変化 については、事業 の計画 検討に 当た り講 じた
環境 保全配慮 としての法面や滑走路周辺に緑化 を行 うことから、セ ッカの繁殖の場 としての機能は事業
実施 前 と概ね変化のない程度 とな るもの と考え られ る。

・また、生態系の構造 につ いても、耗化 を行 うことによ り、食物連鎖の各階級 を構成 す る生物群集の多様
度指数の変化は小 さく、調査地域全体の食物連鎖 の構造 の変化は極めて小 さい と考 え られ る。

・以上のこ とか ら、生態系の 基盤環境の変化及び生態 系の機能 ・構造の変化 に伴 う生 態系の典型性 を指標
す るセ ッカの生息 ・繁殖環境 の変化は極めて小 さい もの と予測 され る。

◎柳 の国連 ・低汝 の検討
事業の 計画検討 に 当た り諌 じた兼境保

全配慮 を予渦 の前提 として検討 した結果、
事業実施 区域周辺 に及 ぼす衆境影 響の毎
度は極 めて小 さいと判断 され るこ とから、
環境影響 は、事業者 に より実行 可能な範
園内で で きる限 り回避 され、又 は低減 さ
れ てお り、藻境の保全 について の配慮が
適正にな されている と評価 した。

◎ 国又 は地方公共団体 による希境保 全の基
準又は 目標 との整合 性に係る評価

沖縄県 が平成15年4 月に策定 した沖縄県
環境基本 計画に よる と r事業別乗 境配慮
指針J と して、r飛行場 の設置又は変更の
事業」 にお いて、r貴 重な動植物の生息 ・
生育環 境 、摩れた景 勝地、人 が 自然 とふ
れ あ う重要な坊等 の貴重な 自然や 文化財
等 に影 響 を及ぼす 立地は避 けるよ うに努
めるJ 、r自然性の 高い地域 にあっては、
工事計 画 、飛行計画 の工夫等 によ り、騒
音や光 等 による野 生生物への影 響の低減
に努 め るJ、 rその 他、 当該事業 の実施 に
当た り、周辺尭境 への影響 につ いて把握
し、環 境 への影響 を最小限 に とどめるよ
う十分配慮す る」 と記載 され てお り、 こ
れを環境保 全の基準又は 目梗 とす る。

事業 の 計画検討 に当た り講 じた緑化等
の凍境 保全配慮 を謙ず ること等に よ り、
重要な種 に及 ぼす 影響 は、最 小限 にと ど
めるよ う十分配慮 され てい る と考 え られ
ることか ら、環境保 全 の基準 又は 目標 と
の整合 は図 られてい るもの と評価 した。

事業 の計画検討に当
た り詐 じた東境保全 配
慮を予測 の前提 として
検 討 した結果 、環境影
響 の巷度 は極 めて小 さ

い と判断 されることか
ら、環境保 全措置 を謙
ず る必 要ほないもの と
判断 した。

衆境保 全措 置を蕎
じない ことか ら事後
調査の必要はない と
判断 した。


